
１ 計画策定の背景
〔１〕国際社会

第２次世界大戦後、国際連合（以下「国連」という。）では、昭和 年第３回総会に

おいて、「全ての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等

である」とする「世界人権宣言」を採択しました。

その後、国際人権規約などの多くの人権に関する条約を採択し、人権と平和が尊重される

社会の実現に向けた活動が展開されてきました。特に、平成６ 年の第 回総会では、

平成７ 年から平成 年までの 年間を「人権教育のための国連 年」と決議し、

各国において国内行動計画を策定することや、地方及び地域に基盤を置く団体に対しては、

国の支援を受けて、住民に対する実効ある人権教育を実施することを求めました。

さらに、「人権教育のための国連 年」の最終年である平成 年には、世界各地で引

き続き、人権教育を積極的に推進することを目的に、平成 年から「人権教育のため

の世界計画」を開始する決議が採択されるなど、 世紀を人権の世紀とするための取組が推

進されています。この計画の第１段階は、平成 年から平成 年末までを初等

中等教育の人権教育を重点課題に、第２段階として、平成 年から平成 年ま

でを高等教育における教育者、公務員、教育者、法執行官、軍関係者に焦点を当てた人権研修

が取り上げられました。そして、第３段階として、平成 年１月から令和元 年

月までを第１及び第２段階の実施を推進する努力の強化と、メディア関係職者やジャーナ

リストを重点集団として、各国や各関係機関において人権教育の推進が図られました。さら

に、平成 年 月の第 回総会において、人権教育と研修の取組の強化について、国

際社会に対する強力なメッセージとして、「人権教育及び研修に関する国連宣言」が行われ

ました。そして現在は、令和２ 年から令和６ 年までを第４段階として、重点対

象を「若者」とし、特に、平等、人権と非差別、包摂的で平和な社会の構築のため、多様性の

尊重に力点を置くこととされています。これらの取組によって、人権問題の解決や人権教育

の重要性が国際的、国内的に高まってきたことや人権教育を総合的、計画的に実施するため

の指針が得られたことは大きな成果です。

しかし、こうした取組が進められている一方で、未だに世界各地では、人種、民族、宗教の

違い、貧困などの理由により紛争や対立が起こり、多くの人権が侵害され、生命が奪われて

います。とりわけ、社会的に弱い立場にある女性や子どもなどが犠牲となっています。

このため、国連や国家、企業、ＮＧＯ＊などが世界的な規模で人類共通の課題である平和の

確立や人権尊重、差別撤廃に向け積極的な取組を進めています。

また、平成 年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）＊」

では、持続可能な世界を実現するため、「貧困をなくそう」や「人や国の不平等をなくそう」等、

の目標と のターゲットを設定し、地球上の誰一人として取り残さないことを誓い、これら

目標の達成に向け、わが国も含め世界の国々は、普遍的な取組として様々な活動を積極的に進め

ています。

第１章 計画策定に当たっての基本的事項



〔２〕国及び県

世界的に人権尊重の気運が高まる中、わが国では、今日まで、日本国憲法の精神に基づき、

人権意識の高揚を図るための施策が展開されてきました。

平成９ 年には、関係行政機関相互の緊密な連携と協力を確保し、関係施策の総合的

かつ効果的な推進を図るため、「『人権教育のための国連 年』に関する国内行動計画」が策

定されました。

また、平成 年には、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（人権教育、啓発

推進法）」が制定され、人権教育及び人権啓発についての理念と、国や地方公共団体及び国民

の責務が明確にされました。同法に基づき、平成 年には、「人権教育、啓発に関する

基本計画」が策定され、この計画を踏まえ、文部科学省では、平成 年、平成

年、平成 年の三次にわたって「人権教育の指導方法等の在り方について」を取りま

とめ、学校教育における人権教育の指導の改善や充実に向けた視点を示し、その活用を進め

ています。

兵庫県では、人権教育、啓発推進法に呼応する形で、平成 年に「兵庫県人権教育及

び啓発に関する総合推進指針」が策定されました。この指針は、近年の人権をとりまく社会

情勢の変化や、県民意識調査等で明らかになった人権課題の多様化等に対応するため、平成

年に改定され、指針が示す方向性に沿って、人権尊重に関する理解を深めるための

教育及び啓発が一層推進されています。

こうした国や県の動向は、県下市町に今後の人権施策推進の方向性を指し示すものであり、

あらゆる生活の場面において、幅広い人権課題についての人権教育と人権啓発を推し進める

ことが重要であることを表しています。

しかしながら、人権に関する現状については、部落差別をはじめ、女性や子ども、障害のあ

る人、外国人等に対し、様々な人権問題が依然として存在しています。

近年、障害者権利条約の批准に向けた国内法の整備として、「障害者基本法」の改正ととも

に、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 障害者差別解消法 」の制定をはじ

め、「いじめ防止対策推進法」や「子どもの貧困対策の推進に関する法律 子どもの貧困対策

法 」、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 ヘ

イトスピーチ解消法 」、「部落差別の解消の推進に関する法律 部落差別解消推進法 」が制

定されるなど、様々な人権問題に関する新たな法制度の整備が進んでいます。

〔３〕本市

本市は、平成 年に社町・滝野町・東条町の合併により誕生しました。旧３町での人

権教育、啓発に関する方針を引き継ぎながら、人権が尊重されるまちづくりの実現に向けて、

様々な施策を展開してきました。

平成 年度には、旧３町の人権・同和教育推進協議会が一本化され、加東市人権・同

和教育研究協議会が立ち上げられました。

平成 年には、「第１次加東市総合計画」を策定し、「あらゆる人の人権が尊重さ

れ、差別や偏見のない社会の実現をめざす」という施策方針を掲げ、啓発活動、講演会、地域

のリーダー研修会をはじめとする各種研修会の実施などに取り組んできました。そして、平



成 年には、「第２次加東市総合計画」を策定し、「全ての市民が人権尊重の精神を当

たり前の社会意識として身に付け、一人ひとりの価値観の違いや多様性を認め合う、人権を

基本とした人間関係が広く社会に根づく共生社会と人権文化の創造や、性別に関わりなく、

個人として尊重され、あらゆる場に参加・参画できる男女共同参画社会」を将来のあるべき

姿とし、引き続き啓発活動や講演会などに取り組んでいます。

また、平成 年には、「人権と男女共同参画に関するアンケート調査」を実施し、市

の現状等を把握しました。

平成 年４月には、「加東市男女共同参画プラン」を策定し、男女の人権が尊重され

る社会の実現に向けた取組を進めています。

平成 年４月には、本市の取り組むべき人権施策の基本理念と基本目標を明らかに

し、総合的かつ効果的に施策を推進するための基本的な方針である「加東市人権尊重のまち

づくり基本計画」（以下「第１次計画」という。）を策定しました。さらに、この計画に基づ

く施策を計画的に実施するため、平成 年度から平成 年度までを計画期間と

する「第１次加東市人権尊重のまちづくり実施計画」と平成 年度から令和元

年度までを計画期間とする「第２次加東市人権尊重のまちづくり実施計画」を策定し、人権

教育、啓発に関する施策の推進に取り組んでいます。

〔４〕第１次計画の取組の評価・課題

（１）市民意識調査からみる市民の人権意識

平成 年度に実施した「加東市人権に関する市民意識調査」（以下「 市民意識

調査」という）を基に、市民の人権全般に関する意識傾向を考察し、その要点を次のとおり

整理しました。

ポイント① 社会全体の人権尊重の意識の定着は進んできていると理解している

が、人権を自分の身近な問題として捉えていない市民が増えてきている。

人権を身近な問題として「感じている」が ％に対し、「感じていない」は ％と、

身近に感じている市民のほうが多くなっていますが、 年前に比べ「身近に感じている」

割合は ポイント減少しており、自分に関係のある問題として捉えている市民が減って

います。また、「今の日本は人権が尊重されている社会である」と捉えている市民は ％

で、 年前に比べ倍増、過去５年くらいで自分の人権が侵害されたと思ったことがある割

合も 年前の ％から ％へ減少しています。

これらのことから、 年前に比べ、今の日本の社会は様々な教育や啓発の成果によって

人権が尊重される社会になったと感じている市民が増えてきていると考えられます。しか

し、依然として存在している部落差別の問題や性差別・障害者差別をはじめ、新たに顕在

化してきた性的少数者への偏見やヘイトスピーチ問題など、人権を侵害する様々な事象が

社会問題化しています。それらの問題は理解しているものの、自分自身が人権侵害を受け

た経験は少ないため、人権を身近な問題として感じている市民は少なくなり、「ひとごと」

と捉えている市民が増えてきていると考えられます。



今回調査

前回調査

身近に感じている 身近に感じていない わからない 無回答

■人権への親近感（全体）

■今の日本は人権が尊重されている社会である（全体）

■あなたは、ここ５年くらいの間に自分の人権が侵害されたと思ったことがありますか。

※今回調査

『ある（「よくある」＋「ときどきある」）』

『ない（「ほとんどない」＋「まったくない」）』として比較

ポイント② 部落差別問題の解決には「社会全体の取組と自分も努力が必要」と

の意見が６割を越える一方で、「そっとしておけば自然になくなる」と

いう意識をもつ市民も少なくない。

部落差別の問題は、人権に関わる問題だから社会全体で取り組み、自分も努力すべきと

いう意見が ％を超えています。一方、部落差別の問題は、そっとしておけば自然になく

なる問題ではないと思う市民が半数の ％なのに対し、逆にそっとしておけば自然にな

くなると思う市民は ％、また「どちらともいえない」は ％となっています。質問形

式が異なりますが、前回調査で部落差別の問題の解決方法について「そっとしておけば、

自然に解決すると思う」との回答が ％と今回調査とほぼ同割合を占め、「そっとしてお

今回調査

前回調査

ある ない わからない 無回答

（ 市民意識調査）

（ 市民意識調査）

今回調査

前回調査

そう思う どちらともいえない そう思わない 無回答

＊前回調査（平成 年度実施）

・調査対象： 人 ・調査方法：郵送配布・郵送回収 ・回収数 率 ： 件 ％

（ 市民意識調査）



同和地区出身者や障害のある人、外国人
などに対する差別をあおったり偏見やマ
イナスイメージを広げる書き込み

名前、電話番号、住所、メールアドレス
など個人を特定できる情報を流出させる
書き込み

問題だと思う どちらかといえば問題だと思う どちらかといえば問題だと思わない

問題だと思わない わからない 無回答

けば自然になくなる」という意識をもつ市民は少なくありません。

■部落差別問題の解決に向けた意識（全体）

ポイント③ 他者に向けられる人権侵害よりも個人の人権侵害に対する関心の

ほうが少し高い傾向がみられる。

携帯電話やスマートフォン、パソコンなどを用いてインターネット上で同和地区出身者

や障害のある人、外国人などに対する差別を助長したり偏見やマイナスイメージを広げた

りする書き込みについて、それらが「問題だと思う」割合は ％に対し、個人を特定でき

る情報の流出のほうが「問題だと思う」という市民の割合は ％と、後者のほうが

ポイント高くなっていますが、「どちらかといえば問題だと思う」を加えると、前者は ％、

後者が ％となり、どちらに対しても問題意識を持っていることがうかがえます。

■インターネット上の書き込みや行為についての考えについて（全体）

部落差別の問題は、人権にかかわる問題だか
ら社会全体で取り組み、自分も努力すべきだ

部落差別の問題は、そっとしておけば自然
になくなる問題だ

そう思う どちらかといえばそう思う どちらともいえない

どちらかといえばそう思わない そう思わない 無回答

（ 市民意識調査）

（ 市民意識調査）

調査数

調査数



ポイント④ 若い世代ほど人権意識が高い傾向がみられる。

意識調査の結果での特徴のひとつとして、人権意識は、中高年層に比べ若年層の方が高

い傾向がみられます。次の人権侵害に対する考え方を問う質問では、若い人ほど人権侵害

にあてはまると考える人の割合が高くなっています。

・「女性ということで、同じ勤務年数の男性よりも給料や昇進で低い評価を受けること」

を人権侵害に「よくあてはまる」と回答したのは、 歳以上では ％に対し、 歳

代は ％。

・「障害のある人が結婚したり、子どもを育てたりすることに周囲が反対すること」を

人権侵害に「よくあてはまる」と回答したのは、 歳以上では ％に対し、 、

歳・ 歳代では ％～ ％。

・「ＨＩＶ＊（ヒト免疫不全ウィルス）感染を理由に労働者が採用されなかったり解雇さ

れたりすること」を人権侵害に「よくあてはまる」と回答したのは、 歳以上では

％に対し、 歳代は ％。

・「外国人であることを理由に、賃貸住宅への入居が拒否されること」を人権侵害に「よ

くあてはまる」と回答したのは、 歳以上では ％に対し、 、 歳・ 歳代では

％～ ％。

■人権侵害の認識状況について（年代別）

女性ということで、同じ勤務年数の男性よりも給料や昇進で低い評価を受けることは人権侵害に
あてはまると思う。

調査数

、 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

歳以上

よくあてはまる ややあてはまる どちらともいえない

あまりあてはまらない まったくあてはまらない 無回答

（ 市民意識調査）



■人権侵害の認識状況について（年代別）

障害のある人が、結婚したり、子どもを育てたりすることに周囲が反対することは人権侵害にあ
てはまると思う。

HIV（ヒト免疫不全ウィルス）感染を理由に労働者が採用されなかったり解雇されたりすること
は人権侵害にあてはまると思う。

調査数

、 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

歳以上

よくあてはまる ややあてはまる どちらともいえない

あまりあてはまらない まったくあてはまらない 無回答

調査数

、 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

歳以上

よくあてはまる ややあてはまる どちらともいえない

あまりあてはまらない まったくあてはまらない 無回答

（ 市民意識調査）

（ 市民意識調査）



■人権侵害の認識状況について（年代別）

外国人であることを理由に、賃貸住宅への入居が拒否されることは人権侵害にあてはまると思う。

また、学校で差別や人権に関する教育を受けた経験がある人は、 歳未満に多く、 歳

以上では少なくなっています。その教育内容は、 歳以上の各年代では「部落差別の問題」

が最も多くなっていますが、 、 歳・ 歳代は、「部落差別の問題」のほか、「女性の人権

問題」や「障害のある人の人権問題」「ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウィルス）感染者、ハンセン

病＊患者・回復者の人権問題」「インターネット上での人権侵害」「性的少数者＊（セクシュ

アルマイノリティ）の人権問題」など、学んだ経験のあるテーマは多彩となっています。

若い年代層で人権意識が高い傾向がみられるのは、人権教育を受けた経験のある人が多

く、多様な人権に関する情報に接する機会が多くなっていることが背景にあるからだと考

えられます。

調査数

、 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

歳以上

よくあてはまる ややあてはまる どちらともいえない

あまりあてはまらない まったくあてはまらない 無回答

（ 市民意識調査）
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■学校で差別や人権に関し教育を受けた経験（年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■学校で差別や人権に関し教育を受けた経験があると回答した人が学校で受けた教育内容

（年代別） 

（上段：回答者数、下段：％、複数回答） 
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95.0 
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93.4 

90.0 

69.9 

44.9 

21.2 

5.0 

9.0 

9.7 

5.3 

10.0 

27.8 

47.7 

2.7 

0.0 

0.0 

1.3 

1.3 

0.0 

2.3 

7.4 

(%)
0 20 40 60 80 100

調査数
(n=1,423)

18、19歳
(n=20)

20～29歳
(n=111)

30～39歳
(n=155)

40～49歳
(n=227)

50～59歳
(n=241)

60～69歳
(n=345)

70歳以上
(n=285)

ある ない 無回答

（H30市民意識調査） 

※表中の網かけ箇所は全体割合に比較して 10ポイント以上高いもの（無回答除く） 

（H30市民意識調査） 

 　
調
査
数

女
性
の
人
権
問
題

子
ど
も
の
人
権
問
題
（

子
ど
も
の
権
利
条
約
に

関
す
る
こ
と
を
の
ぞ
く
）

子
ど
も
の
権
利
条
約
に
関
す
る
こ
と

高
齢
者
の
人
権
問
題

障
害
の
あ
る
人
の
人
権
問
題

部
落
差
別
の
問
題

ア
イ
ヌ
の
人
々
の
人
権
問
題

外
国
人
の
人
権
問
題
（

在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の

人
権
問
題
を
の
ぞ
く
）

在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
人
権
問
題

Ｈ
Ｉ
Ｖ
（

エ
イ
ズ
ウ
ィ

ル
ス
）

感
染
者
、

ハ
ン

セ
ン
病
患
者
・
回
復
者
の
人
権
問
題

刑
を
終
え
て
出
所
し
た
人
の
人
権
問
題

犯
罪
被
害
者
等
の
人
権
問
題

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト
上
で
の
人
権
侵
害

ホ
ー

ム
レ
ス
の
人
権
問
題

性
的
少
数
者
（

セ
ク
シ
ュ

ア
ル
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
）

の
人
権
問
題

北
朝
鮮
当
局
に
よ
っ

て
拉
致
さ
れ
た
被
害
者
に

関
す
る
こ
と

人
身
取
引
に
関
す
る
人
権
問
題

そ
の
他

お
ぼ
え
て
い
な
い

　
無
回
答

　調査数 1,082 450 254 146 222 600 925 311 190 283 304 103 86 181 72 132 104 65 12 41 3
 100.0 41.6 23.5 13.5 20.5 55.5 85.5 28.7 17.6 26.2 28.1 9.5 7.9 16.7 6.7 12.2 9.6 6.0 1.1 3.8 0.3
18、19歳 19 11 4 4 3 11 13 8 5 4 7 2 3 6 1 5 3 1      - 3      -
 100.0 57.9 21.1 21.1 15.8 57.9 68.4 42.1 26.3 21.1 36.8 10.5 15.8 31.6 5.3 26.3 15.8 5.3      - 15.8      -
20～29歳 101 61 32 25 24 74 60 37 24 25 43 9 11 46 13 27 15 5 1 6      -
 100.0 60.4 31.7 24.8 23.8 73.3 59.4 36.6 23.8 24.8 42.6 8.9 10.9 45.5 12.9 26.7 14.9 5.0 1.0 5.9      -
30～39歳 138 77 49 27 27 97 117 51 35 45 64 11 13 30 10 21 9 7 2 5      -
 100.0 55.8 35.5 19.6 19.6 70.3 84.8 37.0 25.4 32.6 46.4 8.0 9.4 21.7 7.2 15.2 6.5 5.1 1.4 3.6      -
40～49歳 212 80 39 20 35 119 189 59 30 55 60 17 13 31 12 27 16 16 1 8 1
 100.0 37.7 18.4 9.4 16.5 56.1 89.2 27.8 14.2 25.9 28.3 8.0 6.1 14.6 5.7 12.7 7.5 7.5 0.5 3.8 0.5
50～59歳 217 84 47 26 45 117 203 70 42 68 55 24 18 31 18 26 19 17 2 5      -
 100.0 38.7 21.7 12.0 20.7 53.9 93.5 32.3 19.4 31.3 25.3 11.1 8.3 14.3 8.3 12.0 8.8 7.8 0.9 2.3      -
60～69歳 241 88 56 29 53 112 214 60 35 57 52 22 16 23 9 19 25 10 1 9 2
 100.0 36.5 23.2 12.0 22.0 46.5 88.8 24.9 14.5 23.7 21.6 9.1 6.6 9.5 3.7 7.9 10.4 4.1 0.4 3.7 0.8
70歳以上 128 39 19 11 27 54 106 17 12 24 14 14 8 7 5 3 12 5 3 5      -
 100.0 30.5 14.8 8.6 21.1 42.2 82.8 13.3 9.4 18.8 10.9 10.9 6.3 5.5 3.9 2.3 9.4 3.9 2.3 3.9      -
　無回答 26 10 8 4 8 16 23 9 7 5 9 4 4 7 4 4 5 4 2      -      -
 100.0 38.5 30.8 15.4 30.8 61.5 88.5 34.6 26.9 19.2 34.6 15.4 15.4 26.9 15.4 15.4 19.2 15.4 7.7      -      -



ポイント⑤ 人権に関する講演会や研修会による効果が現れている一方で、講演

会や研修会に参加した経験があっても、住宅を選ぶ際に同和地区を避

けようと思う人がいる。

「部落差別の問題は、そっとしておけば自然になくなる問題だ」という意見については、

市や団体などが実施する講演会や研修会などへの参加の有無に関係なく、「自然になくなる

問題と思わない」割合（ ％）が多く、「自然になくなると思う」割合（ ％）は少な

くなっています。しかし、「自然になくなると思う」割合は、講演会や研修会などに参加経

験のある人で高くなっています。

また、住宅を選ぶ際に、同和地区や同和地区を含む小学校区内の物件を避けることがあ

るかという問いについて、同和地区または同和地区を含む校区の物件を避けるとの回答割

合は、講演会や研修会などに参加経験のある人で高くなっていますが、「いずれにあっても

こだわらない」という意見は、参加経験のある人の方が、ない人よりも ポイント高くなっ

ており、啓発の効果があると考えられます。

■部落差別問題の解決に向けた意識（研修会の参加有無別）

 部落差別の問題は、そっとしておけば自然になくなる問題だ。   

■住宅を選ぶ際に同和地区を避けるかどうかの判断（研修会の参加有無別）

調査数

参加したことがある

参加したことがない

そう思う どちらかといえばそう思う どちらともいえない

どちらかといえばそう思わない そう思わない 無回答

調査数

参加したことがある

参加したことがない

同和地区の物件だけでなく、同和地区を含む小学校区の物件も避けると思う。

同和地区の物件は避けるが、同和地区を含む小学校区の物件は避けないと思う。

いずれにあってもこだわらない

わからない

無回答

（ 市民意識調査）

（ 市民意識調査）



調査数

男性

女性

男性・女性のいずれかを回答
することに抵抗がある

、 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

歳以上

よくある ときどきある ほとんどない まったくない わからない 無回答

【性別】

【年齢】

ポイント⑥ 人権侵害を受けても、公的な機関等へ相談する市民は少ない。

この５年間ぐらいに人権を侵害されたことがある（「よくある」と「ときどきある」の合

計）割合は ％で、男性以外の割合が高くなっています。

また、年代別では、 ～ 歳代の各年代の人権を侵害されたことがある割合が高くなっ

ています。

■ここ５年間ぐらいに人権を侵害されたと思った経験（性別、年代別）

さらに、人権侵害を受けたことがあると回答した人に、そのときの対応をたずねたとこ

ろ、「黙って我慢した」（ ％）が最も多く、「友人や家族に相談した」が ％、「職場の

上司や同僚・友人など身近な人に相談した」が ％となっています。一方、「法務局や人

権擁護委員などに相談した」（ ％）、「地域の区長・民生児童委員などに相談した」（ ％）

など、公的な機関や相談員に相談したという人は少なくなっています。

また、今回調査と前回調査を比べると、今回調査では「黙って我慢した」と「友人や家族

に相談した」が前回調査より多くなっています。

（ 市民意識調査）



黙って我慢した

友人や家族に相談した

職場の上司や同僚・友人など身近な人に相談した

自分で相手に抗議した

警察に相談した

市役所に相談した

学校の先生に相談した

法務局や人権擁護委員などに相談した

弁護士に相談した

市民団体等に相談した

地域の区長・民生児童委員などに相談した

その他

おぼえていない

無回答

■人権侵害を受けたときの対応（全体）

■人権侵害を受けたときの対応（前回調査との比較）

（複数回答）

（ 市民意識調査）

黙って我慢した

友人や家族に相談した

職場の上司や同僚・友人など
身近な人に相談した

自分で相手に抗議した

警察に相談した

弁護士に相談した

地域の区長・民生児童委員
などに相談した

その他

無回答

今回調査 前回調査

※前回調査と同一項目のみ比較



（２）今後の課題・方針

人権に関する市民意識の傾向からみえる第１次計画での取組に対する課題、今後の取組

に関する方針等をまとめると次のとおりです。

①計画の基本理念と市民の人権意識

○「ひとごと」から「わがこと」へ

調査結果全般をみると、「人権は大切だ」、「差別はいけない」といった理解は、一定

程度進んできている様子がうかがえます。しかし、半数の市民は、人権に関しては身

近な問題として必ずしも捉えていないことが見受けられます。このことは、日常生活

の中で他者の人権を守る行動や態度となって表れてこない状況を生み出している可

能性があります。

「ひとごと」から「わがこと」への理念に立ち、人権についての正しい知識、豊か

な感性や思想を培うための教育、学習を引き続き進める必要があります。

○共生による「人権文化」の創造

若い年代は多様な人権教育を受けており、女性や障害のある人、外国人などの人権

問題について非常に敏感です。

また、「性的少数者」という言葉は、市民の間にかなり浸透しており、認知率が最も

低い 歳以上でも４割の人が「知っている」と回答しています。しかし、身近な人に

性的少数者がいた場合、身内でない他者には抵抗を感じないと回答する市民の割合が

高くなっているのに対し、家族や自分の子どもなどにいた場合は、抵抗感を抱く市民

の方が多くなっています。

性のあり方は、個人の尊厳に関わる問題であり、身体の性のみで性別を決めつける

のではなく、心の性を尊重し、一人ひとりの性の多様性を認め合うことが大切です。

様々な価値観や色々な年齢、国籍の人によって社会は成り立っていることを理解し、

認め合うという多様性を認識することで、お互いに支え合って生きるという共生の心

を育み、併せて、様々な人権問題の解決に積極的に関ろうとする意識の醸成と態度の

育成に繋げていくことが大切です。

②人権教育、啓発の取組と市民の人権意識

全般に、 ～ 歳代の若い世代の人権意識が高い傾向がみられます。このことは、

学校での人権教育が一定の成果をもたらしていると言えます。今後の取組としては、

学校教育で培った資質をより定着させるため、家庭や地域等における人権教育、啓発

で人権意識の深化をめざした取組や、年代による意識の違いも見られることから、年

代に応じた人権教育、啓発を充実させることが重要です。

部落差別については、これまでその解決をめざして様々な取組が行われてきました

が、調査結果では、「日常の交流や交際」をはじめ、「結婚」や「インターネット」「就

職」「引越しや住宅の購入」などでも差別を見聞きした経験がある市民が少なからず存

在し、特に、住宅を選ぶ際に同和地区を避けるという回答が 歳以上の年代で２～３

割となっており、意識的に忌避している市民や、部落差別の解決に当たっては、「そっ



としておけば自然になくなる」という意識をもつ市民も少なくはありません。しかし、

研修会への参加経験のある人の方が、「住居を選ぶ際に同和地区にこだわらない」と回

答した割合が ポイント高いなど、啓発の効果が現れているのが分かります。以上の

ことから、部落差別への正しい理解に向けた教育、啓発を継続していく必要がありま

す。

インターネット上の書き込みや行為について、「個人を特定できる情報の流出や児童

の裸の写真などの掲載」、「相手が嫌がる性的なメールなどの送受信」などを問題視す

る割合に比べ、「同和地区の地名や同和地区出身者」、「障害のある人や外国人への差別

をあおった書き込み」を問題視する割合は幾分低くなっています。個人情報の侵害よ

り、他者に向けられる人権侵害には関心が薄い傾向がみられ、インターネットなど、

匿名性の高い手段により及ぼされる人権侵害に関する正しい理解が、十分でない様子

がうかがえます。インターネット上の誤った情報を鵜呑みにし、差別を助長するよう

なことがないよう、様々な人権課題について正しく理解するための教育、啓発の充実

が必要です。

意識を問う質問の回答では、「どちらともいえない」を選択する市民も存在し、「ど

ちらともいえない」の割合が最も高くなっている場合もあります。このような回答を

する人は、その設問に対しての解釈の仕方により、明確な判断ができない場合に「ど

ちらともいえない」と回答したと考えられる場合や、人権課題について十分な知識が

なく、明確な回答を持ちえず回答した場合が考えられます。後者の場合は、自分に関

係がない、無関心という意識の表れでもあり、このような態度や意識を示す人は、他

者が差別的な言動を行っても批判的な立場に立たず、場合によっては差別的な言動を

する人に同調し、差別的な態度をとってしまう可能性があります。市民一人ひとりが、

様々な人権課題について理解を深め、その解決を自らの課題として考えるために、人

権意識を持ち、感性を育むことができるよう、家庭、学校、地域社会、職場などのあら

ゆる場を通じて、人権教育、啓発を一層充実させることが必要です。

③相談支援と市民の人権意識

この５年間ぐらいに、人権を侵害された経験があると回答した市民は 人に１人程

度で、そのうちの半数は「黙って我慢した」と回答しています。

相談する場合は、「友人や家族に相談した」や「職場の上司や同僚・友人など身近な

人に相談した」などが多く、法務局や人権擁護委員、民生委員・児童委員などの公的

な機関や相談員に相談したという人は少なくなっています。

公的な機関等が人権侵害に関する相談に対してどのようなことをしてくれるのか、

市民に十分伝わっていない可能性が考えられます。人権侵害を受けながら我慢したま

までいても、救済や解決につながらないことから、信頼できる人に相談したり助言を

求めたりすることの重要性と、相談機関等に関する情報をわかりやすく市民に伝えて

いく必要があります。



２ 計画策定の趣旨
人は、誰でも自分らしく、そして幸せに生活するという基本的な権利（基本的人権）を生ま

れながらに有しています。日本国憲法第 条では、この基本的人権を保障し、侵すことがで

きない永久の権利として、基礎的な原理として人権尊重主義を明示しています。また、日本

国憲法第 条では、一人ひとりの人間がかけがえのない存在であることを確認するとともに、

人が人として生きていく上で必要不可欠な権利として、幸福を追求する権利を保障していま

す。

しかしながら、現在も様々な人権問題が発生（インターネット上での他人を誹謗中傷する

内容や差別を助長する表現の掲載をはじめ、性的指向・性自認に対する偏見、児童虐待の深

刻化、いじめによる自殺の発生等）しているのが現状です。

このような状況の中、日本国憲法で掲げる人権が尊重される社会の実現のために、人権に

ついて「わがこと」として考え、人権問題の解決に向け主体的に取り組む意識や態度を育む

人権教育、啓発の推進が、引き続き必要となっています。また、人権問題は、個人の存在や尊

厳を冒す社会的な問題として、その解決に向けて、重点的に取り組まなければならない行政

課題でもあります。その解決に当たっては、個別的、具体的な人権侵害から課題を明らかに

し、人権尊重の視点での計画的、効果的な施策の推進が必要です。

本市では、これまで、旧３町において策定した人権教育、啓発に関する計画に基づく施策

を展開し、その後、平成 年に策定した第１次計画により、一人ひとりの人権が尊重

され、心豊かな地域づくりを目的に、様々な人権問題の解決をめざした取組を推進してきま

した。

第１次計画は、令和元 年度末をもって終了することから、新たに顕在化してきてい

る人権問題や第１次計画での取組の成果と課題、市民の人権意識の現状などを踏まえ、人権

教育、啓発の取組を引き続き充実させていくため、「第２次加東市人権尊重のまちづくり基

本計画」（以下「第２次計画」という。）を策定します。



３ 計画の位置付け
この計画は、加東市総合計画に基づく個別計画の一つとして位置づけています。国の「人

権教育、啓発に関する基本計画」及び県の「人権教育及び啓発に関する総合推進指針」を踏ま

えながら、本市の人権教育及び人権啓発の基本的な考え方を施策に反映させ、実施していく

ために、本市が、今後実施する人権教育、啓発の推進に関する基本方針を明らかにし、施策の

方向性を示すものです。

図１ 加東市人権尊重のまちづくり基本計画と上位計画・主な関連計画
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防
災
計
画 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

等 

市の各種主要計画 

理念の共有 

・
地
域
福
祉
推
進
計
画
（
社
会
福
祉
協
議
会
） 

 



４ 計画の期間
この計画の期間は、令和２ 年度を初年度とし、令和 年度を目標年度とする

年間とします。ただし、計画期間中においても、国内外の動向や社会情勢の変動などを踏

まえ、必要に応じて見直しを行います。


